
ゴミのポイ捨て防止について

佐那河内村では、平成２２年１月１日より「佐那河内村ポイ捨て防止環境美

化の促進に関する条例」を施行しています。この条例は、ゴミのポイ捨てを防

止することにより、清潔で美しい村づくりを推進し、快適な生活環境の保持を

目的としています。

※空き缶等：飲食料を収納し、又は、収納していた缶、瓶、ペットボトルその

他容器及びたばこの吸い殻、チューインガムの紙くずその他これ

に類するもの

ポイ捨ての禁止
空き缶等を公共の場所や他人の土地に捨てることは禁止されています。ポイ

捨ては、村の美観を損ねるだけでなく、たばこの吸い殻のポイ捨ては、火災の

原因にもなりますので、絶対にしないでください。空き缶等は、専用の回収容

器等に収納するか、自宅に持ち帰り適正に処理してください。

自動販売機には回収容器の設置義務
自動販売機により飲料を販売する者は、その販売する場所に空き缶等を廃棄

されないように回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならないとな

っていますのでご協力ください。


